
福 岡 県 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十 六 年 福 岡 県 規 則 第 一 号 ）  

 

新 旧 対 照 表  

 

改 正 案 現  行 

（ 建 築 主 等 の 変 更 等 ）  

第 三 条 の 二 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 指 定 確 認 検 査 機 関 は 、 法 第 六 条 の 二 第 一

項 及 び 第 十 八 条 第 四 項 （ い ず れ も 法 第 八 十

七 条 第 一 項 、 第 八 十 七 条 の 四 又 は 第 八 十 八

条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 確 認 を 受 け た 建 築 物 等 の

建 築 主 等 の 変 更 の 届 出 又 は 工 事 監 理 者 等 の

決 定 の 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に そ の

旨 を 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 こ の

場 合 に お い て 、 建 築 主 等 の 変 更 の 届 出 又 は

工 事 監 理 者 等 の 決 定 の 届 出 を 受 け た 旨 の 報

告 が あ っ た 建 築 物 等 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ

第 一 項 （ 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

） に 規 定 す る 届 出 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 建 築 主 等 の 変 更 等 ）  

第 三 条 の 二 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 指 定 確 認 検 査 機 関 は 、 法 第 六 条 の 二 第 一

項 （ 法 第 八 十 七 条 第 一 項 、 第 八 十 七 条 の 四

又 は 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 確 認 を 受 け

た 建 築 物 等 の 建 築 主 等 の 変 更 の 届 出 又 は 工

事 監 理 者 等 の 決 定 の 届 出 を 受 け た と き は 、

速 や か に そ の 旨 を 知 事 に 報 告 し な け れ ば な

ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 建 築 主 等 の 変

更 の 届 出 又 は 工 事 監 理 者 等 の 決 定 の 届 出 を

受 け た 旨 の 報 告 が あ っ た 建 築 物 等 に つ い て

は 、 そ れ ぞ れ 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る

届 出 が あ っ た も の と み な す 。  

 


